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第２１回国立市介護保険運営協議会 

平成３０年１月１５日（月） 

 

 

【林会長】 

 まず最初に、資料の確認を事務局のほうからお願いいたします。 

【事務局】 

 本日机上に置かせていただきました資料ですが、まず、Ａ４縦長の１枚の会議次第と、

資料№５５、国立市地域包括ケア計画答申（案）（第７期国立市介護保険事業計画およ

び第５次国立市高齢者保健福祉計画）という、前回お出ししたものと同じ題名のホチキ

スどめされている資料でございます。 

 本日配付させていただいている資料は以上となります。 

【林会長】 

 それでよろしいですか。以上ですね。 

 それでは、今日の議題は２つありまして、まず、市民の意見を聴く会を先週の金曜日、

土曜日と行いましたので、それについて事務局から説明をしていただき、それから、資

料№５５ということで出していただきました第７期地域包括ケア計画答申（案）につい

ての議題がございます。 

 それでは、まず、市民の意見を聴く会について、事務局のほうからご説明をお願いし

ます。 

【事務局】 

 それでは、先週金曜日の１月１２日の１９時からと、土曜日１３日の１４時から、そ

して、１３日の１９時から介護保険運営協議会の市民の意見を聴く会を開催させていた

だき、市民の皆様に今回の地域包括ケア計画の答申案につきまして説明をさせていただ

き、それについての意見を頂戴したところです。代表的な意見を幾つか紹介していきた

いと思います。 

 まず、１つ目としまして、介護保険料についてということで、こちらは国の推計値を

使った介護保険料設定ではあるのですが、第７期の介護保険料につきましては第６期よ

りも保険料月額が上がるということでございまして、また上がるのか、上げないでほし

いといったような率直な意見をいただいたところでございます。 

 そのほかとしまして、ボランティア育成につきまして、シニアカレッジの開催を通じ

たボランティア育成というところで、７期の計画答申案で説明をさせていただいたとこ

ろ、人材育成はとてもよいのではないかとか、あるいは、介護の現場でということであ

れば、内容をもうちょっと現場で介護をする人を養成するような形ではどうかとか、あ

るいは、ボランティアを主体とした総合事業のＢ型に対応する研修というのが、非常に

簡易に、４時間程度、半日程度設定されていると聞くけれども、Ｂ型についてもシニア

カレッジ並みの５０時間ぐらいの研修をしてはどうかといったような意見を頂戴しまし

た。 

 その次に、おむつ給付です。以前、介護保険運協で報告させていただき、特別給付と

いう形で実施していきたいということを計画案に盛り込んで説明させていただいたんで

すが、ご意見としまして、特別給付という言葉の意味がわからないということで、今後

変わってしまうのかがわからず、昔からあった在宅介護を支えていく施策だったので、

ぜひこのまま続けてほしいといったような意見を頂戴しました。用語の意味がわからな

いことからのご意見だったのかなというところで、そういった意見を頂戴しました。 



 -2- 

 また、給付適正化、これは介護保険法にも取り入れられている項目として出てくると

いうことで、計画答申案で説明はさせていただいたんですが、給付適正化について６つ

の項目を挙げていたわけでございますが、その項目について検証を行った結果、市町村

では適正化というのをどういうふうに考えるのかといったような、削るという意味での

給付適正化ではなく、真に必要な人に必要なだけの保険給付が届けられるという観点を

持った適正化を行ってほしいといった意見をいただきました。 

 そして、基本理念と基本原則という考え方につきましては、介護保険法の目的や介護

保険の果たす役割の部分、介護保険法の１条、２条、４条について基本理念、基本原則

として挙げさせていただくという形の答申案でございますけれども、法律が市民の暮ら

しを踏まえたものとなっていないのではないかといった意見を頂戴いたしました。 

 そのほかに、生活支援体制整備について、地域全体を盛り上げるために自治会を巻き

込むようなやり方でやってほしいといったご意見を頂戴しました。それと、自治会がな

い地域や、自治会に入っていない人をどのようにしてサポートしていくのか、そういう

方たちをどのようにしてサポートに巻き込むのかということを考えてほしいというご意

見を頂戴しました。 

 あと、介護予防についてということで、社会参加という言葉を使った介護予防、これ

は答申案の中のフレイル予防の関係なんですけれども、高齢になってから社会参加を始

めるのは難しいのではないかと。介護保険といった見地からだけでなく、もっと若い時

代からということをおっしゃりたかったようなんですが、全体的に幅広く見ていってほ

しいというご意見でございました。それから、介護予防と一口に言うけれども、もうち

ょっと具体的に内容を教えてほしいといったご意見も頂戴しました。そのほかに、フレ

イルサポーターというものはよいのではないかというご意見を頂戴しました。 

 あと、特別養護老人ホームの増設を希望するというご意見もいただいたところでござ

います。 

 ほかにも、質問という形でお話をいただいたりとか、もうちょっとこうしてほしいと

いう行政に対する注文としてのお話とかをいろいろいただきましたけれども、計画その

ものにかかわってくるようなご意見というところでは、今申し上げたようなご意見を頂

戴したところでございます。 

 以上でございます。 

【林会長】 

 ありがとうございました。私も、３回のうち２回出させていただきました。いろいろ

な意見をいただいたので、いずれも貴重な意見ですから、今後の運協の運営に生かして

いければと思うんですが、まず目の前にありますのは計画の答申ですから、この答申案

について書き足す、あるいは書きかえを検討する必要があるようなご意見というのはご

ざいましたでしょうか。 

 事務局。 

【事務局】 

 全般的に、用語について非常に難しい、あまり見なれていない用語が多いので、その

意味がわからなくて困っているといったようなご意見とか、あと、数字の部分を概要版

ではあまり細かく書かなかったんですけれども、この間の運協で委員から、たくさんの

グラフが真ん中に挟まっているのは見づらいのではないかとかいったようなご意見も頂

戴したところで、事務局としてご意見を頂戴して、委員の皆様からのお話も全て聞き取

れているところではないのですが、いただいたお話の中では、用語の解説であるとか、

見やすい構成であるとか、あるいは文章が難解な部分であるとか、あとは、人材育成に
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ついて、もうちょっと具体的な取り組みをとかいったようなところはもう少し直せるの

かなと。 

 ただ、保険料自体の水準を変えるような内容の変更はできないのではないかと考えて

おりまして、人材育成についてもう少し書き込みであるとか、用語集を数値的な推計値

と一緒に巻末に資料編としてつけていくような形で考えていきたいと思っております。 

【林会長】 

 ありがとうございます。介護保険の保険料についてはもう既に決定したということに

なりますので、保険料を変更せざるを得ないようなご意見を取り入れることは今回はで

きないと思うんですが、それ以外の点で、人材育成等についてはもう少し説明が必要と

いうようなことがあるわけですね。ありがとうございます。 

 ということなんですが、委員の皆様のほうで何かお気づきの点がありましたらお願い

いたします。 

【新田委員】 

 一ついいですか。 

【林会長】 

 新田委員。 

【新田委員】 

 私は市民の意見を聴く会に出られませんでしたので、ちょっとお聞きします。貴重な

意見だと伺っておりましたが、３つ、生活支援体制の問題と介護予防について、あと、

人材育成について発言したいんですが。 

 生活支援体制は意見のとおりでございまして、自治会を巻き込むということはとても

重要なことなんですが、もう一つは、国立の自治会で機能していないところがかなりあ

ると。その中で、生活支援体制整備事業をどうやって動かしていくかというのは大きな

課題になっています。 

 もう一つ大きな話をすると、自治会そのものと、市区の、町内会じゃなくて、そのよ

うないろいろな言い方があるけど、そこが国立において、例えば中とかにおいてはなか

なか形成ができないと。これは国立の特徴でありますよね。そういう中で、さらにもう

一つ言うと、マンションは自治体からちょっと外れるような感じでさらに動かない。で

も、マンションの中に高齢者がたくさんいて、その支援体制が必要だということは重々

皆さんわかってやっておりますので。 

 生活支援体制整備事業が昨年始まったばかりなので、そこはきちっと進めるというよ

うな方向の文章になっていたかどうか、もう一回確認したいなというのが１つでござい

ます。 

 もう一つは介護予防という話でございますが、これもこの委員会で発言したと思いま

すが、介護予防はやっぱり住民にとっても難しい、予防って何という、とても難しい概

念でございます。 

 ２００６年の介護予防第一弾がなかなかうまくいかなかった。今、フレイルに対して

は、東大の飯島さん等を含めた参加型が、今唯一大きく考えられている介護予防の一つ

であります。その中で、先ほどありましたように、高齢者になってから初めての社会参

加は難しい、これも事実でございます。特に、男性諸君が退職して地域に戻ってきたん

だけれども行き場所がない、居場所がないということも事実でございますので、そうい

った方たちに対してどうするのかというのは、前年度の介護保険事業でも話されたと記

憶しているんですが、例えば５０代ぐらいから地域への社会参加を目指す方法は何かな

いかと。それはお祭りですよね。多くのところでやっているお祭り事業というのが、若
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年から高齢者まで含めるとか、そのようなことも議論があったというふうに思っており

ます。 

 だから、今の介護予防という話の中に柔軟に、そのようなことを頭の中で文章化する

のは難しいと思いますが、入れるようなことで、この委員会で検討されたとかそんな検

討をして、次の計画でやっていかなきゃいけないよねと、みんなで同意をするというこ

とが重要かなというふうに思っています。 

 もう一つ、人材に関しては、この前、林委員が言われた重要な話でございまして、こ

れに対してはやっぱり文章が足りないんだろうなと。足りないんだけれども、この２年

間で、国立において人材が具体的に幾ら足りないのかということも検討したことがなか

ったので、本来、介護保険の中に入れるとしたら、１００名人材を新しくつくるとか、

つくりたいわけですが、今具体的にそのことはなかなか難しいということがあって、そ

れをどのように文章化するかというのは検討の余地があるだろうなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

【林会長】 

 ありがとうございます。 

 山路委員、お願いします。 

【山路委員】 

 ちょっと感想めいた話になって恐縮なんですが、私は２日目の市民の意見を聴く会に

出まして、こちらの委員のほうが出られた市民よりはるかに多かったんですが、出られ

た市民の方お二人から非常に活発に意見が出されて、なかなか建設的な意見が出たと思

います。 

 ただ、１日目は出なかったんですが、１日目の話の報告も含めて改めて感じたのは、

介護保険という制度自体もなかなか難しいんですけれども、さらにそれから進化する形

で地域包括ケア、それから今、地域共生社会という言い方をしているんですが、どうい

う道筋でそういう中身づくりになってきたのかっていうのは、その関係にいる人間でさ

えなかなか難しいのに、市民の方々が全体像を理解するのはやっぱり難しいのかなとい

うことを改めて感じました。それは絶えざる市の広報、現実にこういう状況にあるんだ

と、こういう形で動いているんだということを絶えず訴えかけていくことが必要だなと

いうことを改めて感じたわけであります。 

 どうしても、３年に１回の介護報酬の改定のときに市民の声を聴く会をすると、やっ

ぱり負担と給付の、保険料が高いとか低いとか、上げるのはやっぱりけしからんとかい

う話が出がちなんだけれども、大事なことはそうではなくて、地域の中で、今の生活支

援体制もそうなんですが、やっぱり市民が当事者になって、まさに自分たちの親も含め

て、自分たちもそうなんだけれども、行政を批判したり、制度を批判したりだけではも

う済まないんだと。やっぱり、いかに地域づくりに参画していくのかということが、保

険料の問題も、それから人材の問題も解決することにつながっていくんだというような、

その関係性というか、その構造を私たち自身も含めて、改めてこういう機会にきちんと

確認をする。それを訴えていくことが大事なんだというふうに思いました。 

 それから、あと、人材の問題は、基本的には国の制度の問題だから、これはなかなか

自治体レベルで人材をどうのこうのするというのはできにくい話だということを改めて

確認していく必要があると思うんです。ただ、その中でどういうことができるのかとい

うのは、１つは今進められている地域支援事業、地域包括ケアの中の日常生活総合支援

事業で、いかに住民が参画してそれを支えていくのかという地域づくりをすることが、
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専門職の人材不足を解消することになるんだということを、改めて報告書の中、今回の

事業計画でも確認してもらいたいと思うんです。ましてや、外国人労働者の方へとか、

そういう問題はまさに国の問題だから、これは自治体レベルでいかんともすることもで

きない。 

 それから、新田先生の言われたように、人材対策として改めて議論する必要があるの

は、例えば稲城がやっている介護ボランティア、それを制度的に位置づけて介護保険料

を安くする、軽減することにリンクさせるという稲城方式のやり方。それからもう一つ、

武蔵野でやっている介護職の介護ヘルパーという、介護助手のような、名称は忘れまし

たけれども、人材不足解消のためにそれを組織的につくり出すというやり方を今とって

いるんです。その２つは改めて検討に値する話なので、今回の話はこういう形で打ち切

りにして、仕切り直しでその議論を、これから運協の場で詰めていく必要があるんじゃ

ないかというふうに思いました。 

 私からは以上です。 

【林会長】 

 ありがとうございます。ほかに。 

 田村委員。 

【田村委員】 

 田村です。私たち市民の代表は、今回、ダブることなく意見を聴く会に参加させても

らったわけですけれども、今、山路先生のお話にもありましたように、最初からこうい

う計画を立てていますよというような、具体的な広報がない中で意見を聞くのは、やっ

ぱり非常に難しい。私たちも、出されてきた答申を読み込むのがとても難しかったとい

うか、そういう印象を受けているんです。 

 この間、答申案をいただいて、意見はありませんかということで持ち帰って、３人で

いろいろと、あと、市民も交えまして、きのう６時間ぐらいにわたって話し合いをした

んですけれども、基本的には言葉がすごく難しいというか、行政用語がいっぱいあって、

これを市民の方たちに理解してもらうこと自体が私は難しいんじゃないかなと。私もな

かなか理解できない部分がありましたし、委員として検討会にずっと参加しながら、あ

っ、こういう文言になってきたんだというような部分もありましたし、そういった意味

では、もうちょっと市民にもわかりやすい文章をつくっていくことが非常に大事ではな

いかというふうに思います。 

 それと、ある市民の方が、全てである調であるというところに関して、これはもう行

政のほうでこうやりますよと断定的に言われているようで、それ以上意見を言っていい

んだろうかというような反応があったんです。だから、まだこういった部分では市民が

参加できるんだよというような余地を残しながら文章を書き上げていくことが大事です

し、私たちは市民に社会参画をしてもらいながら行政と一体となってこういうものをつ

くり上げていきたいんだという行政側の姿勢があるんだったら、もうちょっとそこの部

分を市民に向けて呼びかけるような形の文章というのも必要なんじゃないかなと私は思

います。あっ、ここは市民が参加できるんだというようなところだと思うんですけれど

も。 

 それと同時に、第１章の中の５番、「計画の達成状況の点検」というところ、この間

もまだ文章化されていなかったので、これは私たちのほうで再度、前に小出委員からも

ありましたけれども、ここを「点検」という文言にしていただきたいという要望はお願

いをいたしました。点検をすることでそこにまた市民も参加できる、こういう事業を私

たちは計画しましたけれども、これに関しては今こんな状況ですよということで、随時
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市民に広報していくということが市民の関心をこちらに向けていくということになるん

じゃないかなと私は思いますので、ここは大変重要なところだというふうに強調したい

なと思います。 

 あとは、内容的には、生活支援ってどういうことなのかな、地域包括ってどういうこ

となのかなというところで、もうちょっとわかりやすい説明がどこかにあったら、市民

のほうも、包括ってどういうことなんだろうというような意味合いでわかるのかなとい

うふうに感じました。 

 以上です。 

【林会長】 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 小出委員。 

【小出委員】 

 先ほど、新田先生からもありましたように、例えばマンションの問題であるとか、あ

るいは、高齢の男性の行き場がないといったような、これはまさに深刻な問題で、私も

５０になるんですけれども、これぐらいの年代ですとなかなか仕事が忙しいということ

もありまして、なかなか地域に入っていけないという現状があると思いますが、ただ、

そういったところを、何か、今回のこういう地域包括ケア計画の答申を策定するに当た

って、例えば市民と対話の場がもう少し、先週、市民の意見を聴く会というのがありま

したけれども、今、田村委員からもあったように、非常に言葉が難しかったりであると

か、そもそも地域包括とは何かというところの理解がなかなか市民の側で進んでいない

というようなことがありますので、そうした対話の場をもっと設けていくというのは非

常に大切なことかなと思いますので、我々委員も市民の皆さんと一緒に、こういう答申

の案を一緒に読み込んだりですとか、あるいはそれを説明していくというような役割が

あるとは思っているので、そういった場をもっとたくさん設けていくことが、市民と一

体となった計画策定ということになるのかなと思います。 

 それから、先ほど山路委員から人材育成の点についてお話がありましたけれども、人

材育成という点においては、国の問題であるということは紛れもない事実でありますけ

れども、例えば先ほどのボランティアですとか、介護ヘルパーの問題ですとか、あるい

は外国人の介護士の問題ですとか、こういったところを受け入れるその地域の場といい

ますか、市民として、そういった人材を地域の一員として受け入れていくというような

形の、何て言ったらいいんでしょうか、受け皿というか、そういう介護士の方と一緒に

地域の介護を担っていくというような、そういったその場づくりみたいなことは必要な

のかなと思いますので、そういったところは今後、この運協の議題として検討していた

だけると非常にありがたいかなと思います。 

【林会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。石田委員。 

【石田（憲）委員】 

 先ほど、田村委員がおっしゃっていた市民にもわかりやすい文言でこういう答申をつ

くればいいというお話をいただいたと思うんですけれども、私の個人的な考えだと、専

門用語のいい点もあると思うんです。専門用語だと、必ず一つしか捉える意味がないと

いう。やわらかい言葉、市民がわかりやすい言葉にすると、捉え方が２個、３個に分か

れてきてしまうというデメリットが生まれてきてしまうと思うので、それの説明用に別

冊みたいなことで添付してつけるのはいいかなと思うんですが、こういった専門用語だ
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けの難しい言葉だけの書類もあってもいいのかなとは思います。 

 以上です。 

【林会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 新田委員。 

【新田委員】 

 地域包括で確かにわかりづらいんですが、地域包括の市民勉強会で、今、２周回りに

入っているんです。この地域、各福祉センターで、２０人ぐらいの人たちの中で、ずっ

と、８回……、去年は何回やりましたかね…。 

【事務局】 

 一応、５回ぐらいです。 

【新田委員】 

 ５回で。 

【事務局】 

 はい。 

【新田委員】 

 いろいろなところを全部回って、２０名ぐらいの中で、徹底して議論するということ

はやっているんです。さらに、昨年度にもやって、これを２年やったんです。 

 では、２年やって、今の話の上っ面の話ではなくて、ほんとうの意味で市民の中で何

人が理解してとなると、かなり違い、何だろう、ここまでは理解したけど、では、そこ

に参加しないのは理解しないと、私たちは理解しないと言ってくる人は困るわけです。

これだけ市の広報もずっとやっていて、さらに、もしそれ以上に理解をしてもらおうと

したら、いろいろなパンフがありますので、それもわかりやすいパンフなんていくらで

もあるので、それで広報はこれだけのものがありますよと言ったらどうしますかって、

こんなの読みませんよね。読みますか。読まないですよね。ということですよ、要は。 

 だから、その限界値というのは非常にわかるんですけれども、どこまでの人に、誰に

理解するか、市民のある一部という話になってしまうと、これは悲惨な話になるので、

一応、そこの中ではやり切る、そういう限界点を知りながらも来ない方たちにとって何

が必要かということをずっと考えてきたわけです。閉じこもって外へ出られない方。こ

ういう人はいくらでも意見を言うからいいです。地域包括がわからないと言えば、そう

だよねって説明すればいいや。でも、数字はよくわからないですけど、地域包括すら興

味がないという人たちが半分以上をもし仮に占めているとした場合に、その人たちに対

してが一番問題なわけです。その人たちこそが社会参加ができなくて、その人たちが要

介護になっていく社会、これはまずいという。そうすると、こういう地域包括の計画答

申の中で、そういう人たちを見込んだ上できちっと書き込むと。「である」でも、「で

す」でもどっちだって構わないとはっきり言って思っているんですが、そういうことを

書き込んでいけば、そうすると、さっき対行政、対立構造で話すな、行政はいい、山路

先生が言われたように、もう一体で参加型って私は思っているので、今は行政が進める

ものじゃなくて、市民が主体で進める話なので、ということをまず頭に入れ込んで一緒

に進めていくということでしかないんです。これは、僕は山路先生が言われた意見に集

約できるなと思っていますけれども、ほんとうに参加して、進めて、そしてそのこと自

身が、我々自身の介護予防になるんですという、地域づくりです。 

 これは専門職もそうです。専門職も、例えば私は医師だけれども、医師だけではもう
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この世の中は動かない。どんどん要介護者が出てきてしまう。医療活動だけでもう限界

がありますということで、こうやっているわけで。これは全国でもそういう形で、プロ

ボノというのですか、という言い方をしているんですが。そういう意味で、いろいろな

専門職の多職種も含めて、こういう地域づくりに参加するということが最大の目標でご

ざいますから、そこのところがもう文章ではなくて、中身で勝負するということが一番

重要かなと思っていますが、時間がないから、そこを話しても、今さら勉強会やったっ

てしようがないので、もう一歩、私自身も含めて、私の中の周りも含めてだけれども、

地域包括と言ってもわからない人はいます。行政の中にもいます。だけど、やっていか

なきゃいけないという話です。 

 というふうに思っていますので、どうでしょうかね。意見にあるようなないような話

ですが、すみません。 

【林会長】 

 田村委員。 

【田村委員】 

 今のお話は、ほんとうに大体いつもお話しされるので、私なりには理解はしています。

国立のまちというのは、私も実際に市民になって、まだ新参者で、年数はそんなにたっ

ていませんけれども、歴史的に見てもいろいろなおもしろいまちだなとは思うんです。 

 市民参加の会議に関しましてもそうですけれども、やる人はやっています。国立とい

うのは。いろいろなところでやっている。だから、あえて私は逆にそれを拾い集めなが

ら、行政がそこを拾い集めて、どこに、どういうふうにタイアップしながらやっていく

かという、そこを私が生かしていくことがすごく大事だと思うんですけれども、意外と

それが国立の場合には、なかなかできていないように私は感じているんです。 

 他区でずっと長い間、行政と一緒にタイアップしながらやってきた経験から考えます

と、すごくそれがもったいない。でも、意外と市民活動をやったり、市民でいろいろな

ことをやっている方というのは、行政の介入をあまり好まない。むしろ自分たちで好き

なようにやりたいというような。でも、そうではなくて、これからの社会というのは市

民参画が非常に大事で、参加型でどんどん行政とやる。教育も産業も公民一体となって

やっていくというのが今の社会です。 

 だから、そういった意味では、私はほんとうに行政が市民の方たちに協力してくださ

いよ、私たちはこういうバックアップをしますよというようなことを言っていただける

と、大変ありがたいです。私は今実際に石田さんたちとも一緒にやらせてもらっていま

すが、私もはっきり言ってあまり口は出してもらいたくないというような気持ちもある

んですけれども、ここを応援してもらったらとてもありがたいなというような部分もあ

るんです。それを拾い集めながら行政もやっていただけるとほんとうに国立の今の課題、

それを少しずつ解決しながら市民で一体となって地域包括ケアシステムをつくり上げて

いくことが可能ではあるんじゃないかなとは思っています。 

【林会長】 

 新田委員。 

【新田委員】 

 おそらく、それそのものは貴重な意見だと思っていまして、そこは、山路先生が書い

ているのかな、共生社会でつないで紡ぐ、それでさらに取り入れるというのが文章に入

っておりますので、文章に入れていけば今の話をいろいろな組織もあって、もうご存じ

のように全部出ております。それぞれがばらばらではなくて、つなぐところはつなぐと

いう活動に、その一言で、行政も巻き込んでやるということになると思いますので、今
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の話は、僕は貴重だと思って聞いていました。 

【林会長】 

 ほかにいかがでしょうか。 

 市民の意見を聴く会、そして、今、この運協でも各委員からいろいろな意見が出され

て、これは議事録にも残りますので、今後の運協の運営に生かしていきたいと思います。 

 ただ、直近の課題は答申のまとめということでして、次の議題に進ませていただきた

いと思うんですが、市民の意見を聴く会、それから先週、そして、その後、今日まで、

運協の委員の皆様からいろいろと事務局に意見が寄せられたのではないかと思うんです

が、それを踏まえて事務局でこの答申案を手直しするという作業も直前まで進められて

いるところでありますので、そのあたりについて事務局から説明をしていただきたいと

思います。この３番目です。第７期地域包括ケア計画答申案についてというところで、

事務局からご説明をお願いします。 

【事務局】 

 皆様に配付させていただきました、資料№５５をごらんください。まことに申しわけ

ないですが、市民の意見を聴く会、そして皆様からの意見を受けた上での、最後の計画

答申案の最終的な行きがかりというところが、まだマクロ作業が終わっておりませんで、

大まかな構成で示させていただきたいと思います。 

 いただきました用語の意味がわかりづらいというところと、それから非常にたくさん

のページにわたって、数値、グラフが計画答申案の真ん中に、どんと入っているという

ところがどうであろうかといったようなところを受けまして、そこら辺をまず直してい

くということを考えました。 

 こちらの資料№５５を１枚めくっていただいて、目次をごらんいただきたいんですけ

れども、目次自体は大きくは変えておりません。ご指摘いただいた計画の達成状況の点

検につきましては、これは第１部、第１章の５のところなんですけれども、文章のほう、

入れてつくっております。 

 もう１枚めくっていただきまして、その裏側に目次の最終の第４部が終わった以降に、

参考資料という形で数値資料、あるいは用語の解説について掲載させていただくといっ

たようなスタイルをとっていきたいと考えております。 

 今、本体は全部完成していないのでここには入れていないのですが、巻末の参考資料

として、今現在でき上がっている部分として、１枚めくっていただきまして、事業見込

量推移というタイトルで資料を始めているんですが、そのための用語の説明として、対

象サービス種類ごとということで、サービス種類の内容についての用語の説明を入れさ

せていただくという形で書いております。そのほかに、わからないというご指摘を受け

ました厚生労働省の「見える化システム」につきましては、１枚めくっていただきまし

て②のところで厚生労働省のホームページに出ている説明に準じて、説明を書かせてい

ただいております。 

 もう一つ、地域包括ケアシステムの内容というところも、市民の意見を聴く会で私も

資料説明をさせていただくときに地域包括ケアシステム自体を見なれていない市民の方

が多いということを非常に強く意識しましたので、この②の後に③として地域包括ケア

システムの内容説明につきまして、植木鉢のイラストとともに入れていきたいと考えて

おります。 

 そういった形で、今、文章を書き直させていただいている最中で、である調、ですま

す調にうまく変えられないかとかを今やっている作業の真っ最中でございまして、内容

としては変わるところはございませんので、先日提供させていただいた資料に沿って、
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より平易にわかりやすい表現に直すという形で取り組みますので、あと、人材育成につ

いてはもうちょっと書きぶりを考えていって、実質的な取り組みにつながるような書き

方の工夫をさせていただきたいと考えております。 

 まことに申しわけないんですが、答申までの時間がもうないというところもございま

して、細かな表現につきましては正副会長に確認していただくということで、実際の原

稿作成について、正副会長と事務局にご一任いただければと考えております。 

 以上でございます。 

【林会長】 

 ありがとうございます。 

 ということで、もう答申は明日行いますので、ですから、それに向けてどういう作業

をされているか、どういう構成になるかということをご説明いただきました。そして、

運協の委員の皆様と、それから市民の意見を聞く会で出された意見の中で、この答申案

に盛り込めるところはどうかということで、それについても説明をしていただいたとこ

ろであります。 

 事務局お願いします。 

【事務局】 

 今、私のほうでお伝えするのが漏れてしまったんですが、この答申の作成をさせてい

ただきまして、完成しましたら、皆様のもとにも答申について送るようにいたしますの

で、でき上がり品は見ていただけるというふうにご理解いただければと思います。 

【林会長】 

 ありがとうございます。 

 ということですが、いかがでしょうか。そして、この本体のところが、何て言うんで

すか、文章という形でお示しできないのが大変申しわけないところですが、そこについ

ては事務局から説明のあったとおりですけれども、いかがでしょうか。それも含めて、

ご質問、ご意見を頂戴できればと思います。 

 私からは、用語集的なものをつけるということで、それは必要だと思うんですが、今

あるのは対象サービス種類ごとの説明と、それと、介護給付費の推計にかかわって、

「見える化システム」の説明ということですが、あともう一つ、地域包括ケアシステム

が何かということについてもわかりやすくというご説明がありましたが、一応、それく

らいでしょうか、用語集的なものに掲載する予定としては。 

 事務局。 

【事務局】 

 用語の解説というところでは、今、挙げさせていただいたようなところで、そのほか

に福祉計画の部分を含んでおりますので、福祉計画の議論について、触れた本文内容も

ございますので、第４次の福祉計画の施策についての検討をした当時の報告内容であっ

たりとか、そこら辺を資料としてつけられればつけていきたいなとは考えております。 

【林会長】 

 ということですが、いかがでしょうか。 

 そういうことで、一応、今説明のあった方向性で、文章化については、これから鋭意

事務局でやっていただき、そして、答申前までに正副会長で確認させていただくという

ことでお願いしたいと思うんですが、よろしいでしょうか。 

【新田委員】 

 地域包括をまた、地域包括とは何ぞやという説明をすると、さらにわからなくなるん

ですよね。これね。 
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【山路委員】 

 よくあります、それ。 

【新田委員】 

 だから、このまちで生まれて最後まで暮らすことが可能なまちづくりとか、１行で僕

はいいなと実は思っていて、その中に全てのものが入るので、地域包括とはってだらだ

らやっても、またこれね、地域包括の解釈づくりだから、これこそ国の思うとおりにな

ってしまうので、我々にとってはそういうことではないのかなと、シンプル化したほう

がいいかなと思いますが。 

【事務局】 

サブタイトルみたいな形で……。 

【新田委員】 

 ああ、はい。 

【事務局】 

 そういうわかりやすいフレーズを入れてもいいのかと思います。 

【新田委員】 

 はい。 

【林会長】 

 いかがでしょう。 

 確かに、植木鉢はまだ載っていないのを載せるという話ですか。 

【新田委員】 

 植木鉢と同時に、国立市の桜の木のイラストを載せるということはあります。あれも

一度いちいち解釈は書いてあるんですけれども、それこそ読む人が見れば、読めば読む

ほどまたわからなくなるという話もあるので、それは一応載せておいて、それは間違っ

てはいないので、で、いながら、シンプルでサブタイトルという話、このまちで最後ま

で暮らし続けるまち、これがこの計画だよねと、そんな感じがしますけど。 

【林会長】 

 わかりました。 

 いかがでしょう。それでは、そういうことでお認めいただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、一応、議題の３番目は終わりまして、３番目というか２つ目の議題は終わ

りまして、その他でありますが、事務局から何かございますか。その他で。 

【事務局】 

 先ほど、林会長から言っていただいたとおり、明日、市長への答申を行います。 

 また、次回の運営協議会については、今のところ未定でございますので、改めて決ま

りましたら皆様にご通知を差し上げたいと思います。 

 以上です。 

【事務局】 

 すみません、あと補足を。 

【林会長】 

 事務局、お願いします。 

【事務局】 

 次回以降の運協の日程を今、お伝えさせていただいたとおり、細かな日程を詰め次第、

また連絡させていただくということで、明日、答申を終えましたら、その後、運協から

答申をいただいたということで、市当局としての計画と、計画案ということになります
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ので、一応、１７日以降、パブリックコメントにかける予定でございます。その後、パ

ブリックコメントが終わった後に、計画という形に市として意思決定をしていきまして、

それに基づいた条例改正案、そして、平成３０年度予算案の議案を議会に対して上程し

ていくという予定を考えております。 

 １７日から、一応、パブリックコメントは２１日間というのが基本ルールでございま

すので、２月６日までのはずですけれども、パブリックコメントにかけていこうと考え

てございます。 

 以上でございます。  

【林会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに、委員の皆様からその他で何かございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 事務局、お願いします。 

【事務局】 

 運営協議会の議事録ですけれども、ここのところ協議会が細かくございましたので、

皆様にここ何回かの分がご用意できない状況でございますので、なるべく早めにお送り

させていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

【林会長】 

 ほかに、何かございましたら。 

 事務局で、何かございますか。 

 よろしいですか。はい。 

 それでは、特になければ、これで終わりたいと思います。どうもお疲れさまでした。 

 

―― 20：00終了 ―― 


